
電子申請内容について 

 

Ｑ１－１  

マイページ画面の申請履歴に以前申請した申請の履歴がありません。 

Ａ１－１  

パスワードや秘密の質問と秘密の質問の答えを忘れてしまい、ＩＤを失効して電子申請

の利用登録をやり直した場合に、過去の申請の履歴が参照できなくなります。 

以前に申請した証明書を再度、印刷したい場合は、改めて申請をしてください。 

証明書の申請は何度でも申請することが可能です。 

 

Ｑ１－２  

申請をした証明書はどこから印刷すればよいのでしょうか。 

Ａ１－２  

マイページ画面の下の方に組合員様の申請履歴という一覧の表示があり、そこの「証明

書」の列（青字で下線が付いている個所）をクリックすると証明書が表示されます。そ

の証明書をプリンターで印刷してください。 

 

Ｑ１－３  

スマートフォンでの証明書の印刷方法を教えてください。 

Ａ１－３  

ご家庭にあるプリンターがスマートフォンからの印刷に対応している場合は、ご家庭の

プリンターで印刷してください。 

ご家庭にあるプリンターがスマートフォンに対応してない又は、ご家庭にプリンターが

ない場合は、コンビニのプリントサービスなどを利用して印刷してください。 

 

Ｑ２  

マイページ画面で、「基礎年金番号の届出」を申請すること（クリック又はタップする

こと）ができません。 

Ａ２  

基礎年金番号の届出は、現在、正社員、シニア社員又は高齢再雇用社員の方か、過去に

正社員、シニア社員又は高齢再雇用社員（共済組合加入）であったことがある方のみが

対象となります。 

電子申請で「基礎年金番号の届出」を申請することができない方は、基礎年金番号の届

出を共済組合に提出する必要がありません。 

 

Ｑ３  



マイページ画面で、「資格証明書」を申請すること（クリック又はタップすること）が

できません。 

Ａ３  

資格証明書は、資格のある組合員だけが申請することができます。既に退職等をして資

格がない場合は、申請することはできません。 

 

Ｑ４－１  

資格証明書の有効期間を教えてください。 

Ａ４－１  

資格証明書の有効期間は申請をした日から、申請をした日を含めた２０日間になります。 

 

Ｑ４－２  

資格証明書の有効期間が２０日ありません。 

Ａ４－２  

・任意継続組合員の場合・・・任意継続組合員の期間が満了する日まで２０日間に満た

ない場合、任意継続組合員の期間が満了する日までが有効期間となります。 

・資格証明書の対象に選択した方が、７０歳の誕生日に近い場合・・・負担割合が変わ

るため、７０歳の誕生日月の月末日まで有効期間となります。 

・資格証明書の対象に選択した方が、７５歳の誕生日に近い場合・・・７５歳の誕生日

の前日まで有効期間となります。 

 

Ｑ４－３  

資格証明書の有効期間が切れました。 

Ａ４－３  

組合員証を亡失し、資格証明書の発行をしているのであれば、共済組合に組合員証の再

交付申請書を提出してください。 

 

Ｑ４－４  

資格証明書は何に使うのでしょうか。 

Ａ４－４  

組合員証（保険証）が届いていない場合に、医療機関で組合員証の代わりとして提示す

ることで、組合員証と同様の負担割合で受診することができます。 

 

Ｑ４－５  

証明書発行申請画面で「資格証明書」を申請しようとしたところ、申請をしたい被扶養

者が表示されません。 



Ａ４－５  

資格証明書は、証明書発行申請画面を開いた時点で共済組合に被扶養者として認定され

ている被扶養者だけが表示されます。 

 

Ｑ５  

証明書発行申請画面で「資格証明書」を申請しようとしたところ、「資格証明書の有効

期間内に７０歳または７５歳を迎える方がいます。 

有効期間最終日が他の方と違うため、該当の方は個別に選択して申請ください。 

（対象者名）様 （有効期間最終日））」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ５  

資格証明書の対象に選択した方に、７０歳の誕生日に近い方又は７５歳の誕生日に近い

方がいる場合、有効期間が異なるため、１回の申請で資格証明書を申請することができ

ません。 

７０歳の誕生日に近い方又は７５歳の誕生日に近い方を分けて、複数回、資格証明書を

申請してください。 

なお、資格証明書は何回でも申請できます。 

 

Ｑ６－１  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしたところ、使用目的に「国

民年金に加入するとき」を選択した場合、証明対象者として配偶者以外の被扶養者を選

択することはできません。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ６－１  

使用目的に「国民年金に加入するとき」を選択した場合は、夫又は妻以外の被扶養者を

選択することができません。 

夫又は妻以外の被扶養者の資格喪失証明書を申請したい場合は、使用目的に「国民年金

に加入するとき」以外を選択してください。 

 

Ｑ６－２  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしていますが、使用目的に何

を選択すればよいかわかりません。 

Ａ６－２  

資格喪失証明書をどの期間に何の目的で提出するかに合わせて選択してください。 

国民健康保険に加入するためにお住いの市区町村に提出する場合は「国民健康保険に加

入するため」を選択してください。 

国民年金に加入するため社会保険事務所に提出する場合は「国民年金に加入するとき」

を選択してください。 



家族の被扶養者になるために、他の保険者（健康保険組合等）に提出する場合は「家族

の被扶養者になるとき」を選択してください。 

これ以外の用途で使用する場合は「その他、退職や資格喪失日の証明が必要なとき」を

選択してください。 

 

Ｑ６－３  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しましたが、使用目的を間違えてしま

いました。出し直す必要がありますか。 

Ａ６－３  

資格喪失証明書の使用目的によって、証明する日付が異なる場合があるため、正しい使

用目的で申請をし直してください。 

 

Ｑ７  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしたところ、「過去３年以内

に長期組合員の資格がないため、国民年金に加入するときの資格喪失証明書は発行でき

ません。）」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ７  

過去３年の間に、正社員、シニア社員又は高齢再雇用社員（共済組合加入）でなかった

場合、「国民年金に加入するとき」を使用目的とした資格喪失証明書を申請することが

できません。 

このような場合は、別メニューの共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書の申

請をしてください。 

 

Ｑ８  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしたところ、「選択した（対

象者名）様は過去３年以内に組合員資格を喪失していないため、資格喪失証明書は発行

できません。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ８  

組合員が、過去３年以内に資格を喪失したことがない場合、資格喪失証明書を申請する

ことができません。 

過去３年より前に、資格を喪失した場合で、資格を喪失した日付を証明する証明書が必

要な場合は、別メニューの共済組合員期間証明書の申請をしてください。 

 

Ｑ９  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしたところ、「選択した（対

象者名）様は過去３年以内に被扶養者認定を取消していないため、資格喪失証明書は発



行できません。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ９  

選択した被扶養者が、過去３年以内に被扶養者の認定を取消になったことがない場合、

資格喪失証明書を申請することができません。 

過去３年より前に、被扶養者の認定を取消になった場合で、被扶養者の認定を取消した

日付を証明する証明書が必要な場合は、別メニューの被扶養者認定期間証明書の申請を

してください。 

 

Ｑ１０  

証明書発行申請画面で「資格喪失証明書」を申請しようとしたところ、「選択した（対

象者名）様は電子申請システムでの証明書発行ができません。コールセンターまでご連

絡ください。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ１０  

資格喪失証明書を発行しようとした被扶養者様は電子申請での資格喪失証明書の発行

ができません。お調べするので、コールセンターに以下の内容を伝えてください。 

組合員番号、氏名、生年月日、勤務先、折り返し連絡のつく電話番号 

 

Ｑ１１－１  

証明書発行申請画面で「共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書」を申請しよ

うとしたところ、「使用目的に「年金の手続きに利用するとき」を選択した場合、証明

対象者として配偶者以外の被扶養者を選択することはできません。」というエラーメッ

セージが出ました。 

Ａ１１－１  

使用目的に「年金の手続きに利用するとき」を選択した場合は、夫又は妻以外の被扶養

者を選択することができません。 

夫又は妻以外の被扶養者の被扶養者認定期間証明書を申請したい場合は、使用目的に

「年金の手続きに利用するとき」以外を選択してください。 

 

Ｑ１１－２  

証明書発行申請画面で「共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書」を申請しよ

うとしていますが、使用目的に何を選択すればよいかわかりません。 

Ａ１１－２  

共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書をどの期間に何の目的で提出するかに

合わせて選択してください。 

国民健康保険に加入するためにお住いの市区町村に提出する場合は「国民健康保険に加

入するとき」を選択してください。 



国民年金に加入するため社会保険事務所に提出する場合は「国民年金に加入するとき」

を選択してください。 

国民年金への加入以外で年金に関する手続きのために提出する場合は「年金の手続きに

使用するとき」を選択してください。 

これ以外の用途で使用する場合は「その他、退職や資格喪失日の証明が必要なとき」を

選択してください。 

 

Ｑ１２  

証明書発行申請画面で「共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書」を申請しよ

うとしたところ、「過去に長期組合員の資格がないため、国民年金に加入するときの資

格喪失証明書は発行できません。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ１２  

過去に、正社員、シニア社員又は高齢再雇用社員（共済組合加入）であったことがない

場合、「国民年金に加入するとき」又は「年金の手続きに利用するとき」を使用目的と

した共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書を申請することができません。 

 

Ｑ１３  

証明書発行申請画面で「共済組合員期間証明書・被扶養者認定期間証明書」を申請しよ

うとしたところ、「選択した（対象者名）様は電子申請システムでの証明書発行ができ

ません。コールセンターまでご連絡ください。」というエラーメッセージが出ました。 

Ａ１３  

お調べするので、コールセンターに、以下の内容を伝えてください。 

組合員番号、氏名、生年月日、勤務先、折り返し連絡のつく電話番号 

 

Ｑ１４－１  

マイページ画面で、「共済掛金等払込証明書」を申請すること（クリック又はタップす

ること）ができません。 

Ａ１４－１  

2021年以降で、申請をした日の５年前までの間に、共済組合に対して直接、共済掛金又

は任意継続掛金を納付した場合に発行することができます。 

なお、給与からの控除で共済掛金を支払った場合は共済掛金等払込証明書の対象にはな

らないため「共済掛金等払込証明書」を申請することはできません。 

 

Ｑ１４－２  

2020年以前の「共済掛金等払込証明書」を発行したいです。 

Ａ１４－２  



2020年以前の「共済掛金等払込証明書」は、電子申請では発行できません。 

 

Ｑ１４－３  

共済組合に直接、共済掛金又は任意継続掛金を納付したが、「共済掛金等払込証明書」

を申請できません。 

Ａ１４－３  

給与控除以外で、共済組合に直接、共済掛金又は任意継続掛金を納付したことがあるか

を確認してください。 

納付した日付を基に「共済掛金等払込証明書」が発行されますので、納付した日付と証

明書発行申請画面で選択した「納付年」が合っていることを確認してください。 

最近入金された方は、電子申請システムへの反映に４、５日かかる場合があります。 

それでも、「共済掛金等払込証明書」が申請できない場合は、お調べするので、コール

センターに、以下の内容を伝えてください。 

組合員番号、氏名、生年月日、勤務先、折り返し連絡のつく電話番号 


